
寄附募集期間：2024年7月22日～2024年10月19日（90日間）

浜松市には静岡県内最後のタガメの生息地があります。
浜松の自然環境を守るために御協力をお願いします。

浜松市環境政策課
住所：静岡県浜松市中央区鴨江三丁目1-10
TEL：053-453-6149 FAX：050-3606-4345
Mail：kankyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp 寄附サイト

mailto:kankyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp


絶滅危惧種タガメ

静岡県最後の生息地保全に必要なこと

現在長年の風化によってタガメの生息地の中心と
なるため池の堤体の厚さが薄くなり、決壊の危機に
瀕しています。
今は保全活動を行っている方々が、土嚢を積み、
泥揚げを行うなどしていますが、現在の堤体では
自然災害に耐えられない可能性があります。
そのため抜本的な対策として、堤体を本格的に
強化する土木工事が必要とされています。

※寄附金の使い道

いただいた寄附金は、目標金額に達しなかった場合でも、全てため池の堤体補強工事に活用させて
いただきます。本事業の寄附には、お礼の品はございません。本事業に充てることをもって、寄附いただ
いた皆さまへの気持ちに応えることとしてお礼に代えさせていただきます。

タガメはかつて全国各地に生息し、日本最大
の水生昆虫として親しまれてきましたが、農薬や
開発の影響により急激に数を減らし、今では絶滅
危惧種*となってしまいました。

*環境省レッドリストカテゴリー：絶滅危惧種Ⅱ類（VU)

浜松市には静岡県最後となるタガメの生息地が
あります。しかし、生息地の中核となるため池が
管理されなくなったことから、タガメが生息できる
環境に危機が訪れています。
タガメは重要な希少生物であり、その生息地を保全
することは、タガメだけではなく周辺の生態系を保全
することにもつながります。

生息地の現状

風化により決壊の危機にある堤体

水中のタガメ

維持活動の様子

寄附の方法
右記二次元コードもしくはURLより専用サイトを通じて
寄附をお願いします。

https://www.furusato-tax.jp/gcf/3112

寄付金のうち2,000円を超える部分については、お住いの地域の住民税の減額（控除）や税務署から
所得税の払い戻し（還付）を受けられます。詳しくは上記二次元コードもしくはURLより、ふるさとチョイス
GCF®のウェブサイトから「ふるさと納税のよくある質問」を御確認ください。

https://www.furusato-tax.jp/gcf/3112

